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第 54回
『2022年税制改正解説』

ま
で
と
ピ
ー
ク
時
の
約
半
分
に
減
り
ま
し

た
が
、
今
後
も
住
宅
購
入
の
助
け
に
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の

非
課
税
制
度
の
延
長
・
拡
大

　

民
法
改
正
の
影
響
で
、
受
贈
者
の
年
齢

が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
適
用
条
件
か
ら
、
教
育
資
金
贈
与
と

比
較
し
て
非
課
税
が
成
立
す
る
ま
で
の
期

間
が
短
い
の
が
特
長
で
す
。
今
後
、
祖
父

母
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け

た
孫
が
所
有
す
る
自
宅
に
親
が
同
居
す

る
、
と
い
う
相
続
税
対
策
の
形
も
生
ま
れ

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

財
産
債
務
調
書
制
度
の
見
直
し

　

一
定
以
上
の
資
産
を
持
つ
人
に
財
産
と

債
務
内
容
の
届
け
出
を
求
め
る
財
産
債
務

調
書
制
度
で
は
、
令
和
５
年
分
か
ら
所
得

税
の
申
告
義
務
が
な
く
て
も
10
億
円
以
上

の
財
産
を
保
有
し
て
い
れ
ば
財
産
債
務
調

書
の
提
出
義
務
者
と
な
る
た
め
、
注
意
が

必
要
で
す
。

相
続
税
・
贈
与
税
一
体
化
、
着
々
と

　

昨
年
後
半
、
一
部
メ
デ
ィ
ア
で
は
、「
も

う
す
ぐ
相
続
税
と
贈
与
税
が
一
体
化
さ
れ

　

こ
の
よ
う
に
大
き
な
論
点
が
複
数
あ
る

こ
と
で
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
一
体
化

に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討
が
進
め
ら
れ
、

近
々
何
ら
か
の
改
正
が
あ
る
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
生
前
贈
与
は
漢
方
薬
」

長
い
目
で
見
て
検
討
を

　

私
は
よ
く
お
客
様
に
「
生
前
贈
与
は
相

続
税
対
策
の
漢
方
薬
」
と
お
伝
え
し
て
い

ま
す
。
1
1
0
万
円
の
非
課
税
枠
は
相

続
税
対
策
と
い
う
観
点
で
は
枠
が
小
さ
い

た
め
、
効
果
の
発
揮
に
は
時
間
が
か
か
り

ま
す
が
、
投
薬
を
繰
り
返
す
こ
と
で
大
き

な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
即
効
薬
と
漢

方
薬
、
双
方
の
良
し
悪
し
を
織
り
交
ぜ
、

「
何
も
し
な
い
」
も
選
択
肢
に
入
れ
つ
つ

検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
税
制
は
年
に

一
度
、
法
令
に
変
更
が
加
え
ら
れ
、
日
々

新
し
い
判
例
や
通
達
も
出
る
た
め
、
相
続

対
策
に
「
絶
対
の
正
解
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
格
的
な
対
策
を
行
う
予
定
の
方
、
ま
た

す
で
に
行
っ
て
い
る
方
は
、
毎
年
対
策
の

方
向
性
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
で
す
。
ご
自

身
で
の
チ
ェ
ッ
ク
が
難
し
い
場
合
は
是
非

当
グ
ル
ー
プ
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

爽
風
を
お
読
み
の
皆
様
、こ
ん
に
ち
は
。

フ
ジ
相
続
税
理
士
法
人
の
髙
た
か
は
ら
ま
こ
と

原
誠
で
す
。　
　

　

岸
田
政
権
下
で
初
と
な
る
今
年
の
税
制

改
正
大
綱
は
、「
成
長
と
分
配
の
好
循
環

の
実
現
」「
経
済
社
会
の
構
造
変
化
を
踏

ま
え
た
税
制
の
見
直
し
」
等
を
柱
に
取
り

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
全
般
的
な
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
環
境
へ
の

配
慮
」
で
す
。
読
者
の
皆
様
に
関
係
が
深

そ
う
な
項
目
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
見
直
し

　

控
除
が
適
用
さ
れ
る
年
間
借
入
限
度
額

は
一
般
の
住
宅
で
は
３
0
0
0
万
円
ま

で
、
認
定
住
宅
（
認
定
長
期
優
良
住
宅
・

認
定
炭
素
住
宅
）
で
は
5
0
0
0
万
円

る
」「
暦
年
課
税
制
度
が
な
く
な
る
」
な

ど
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

相
続
対
策
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
の
中
に

は
、「
暦
年
贈
与
は
も
う
で
き
な
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
て
い
た
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
の
件
に
関
し
て
今
年
の
与
党

の
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
昨
年
度
と
同
様

に
「
本
格
的
な
検
討
を
進
め
る
」
と
い
っ

た
文
章
に
と
ど
ま
り
、
改
正
に
は
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

論
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、

①
高
齢
者
に
財
産
が
偏
在
し
相
続
に
よ
る

財
産
移
転
も
高
齢
期
に
シ
フ
ト
し
て
い
る　

②
若
年
世
代
に
財
産
が
移
転
す
れ
ば
消
費

を
通
じ
て
経
済
活
性
化
が
期
待
で
き
る　

③
た
だ
し
高
齢
者
の
財
産
が
何
ら
の
負
担

も
な
く
若
年
世
代
に
引
き
継
が
れ
る
と
格

差
の
固
定
化
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い　

④

資
産
の
再
分
配
機
能
を
確
保
し
つ
つ
早
期

移
転
を
促
し
た
い　

⑤
相
続
財
産
が
少
な

い
層
は
生
前
贈
与
に
消
極
的
な
状
況
（
相

続
税
よ
り
も
贈
与
税
の
方
が
税
率
が
高
い

た
め
）
で
あ
り
、
相
続
財
産
が
多
い
層
は

生
前
贈
与
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
で
あ
る

た
め
、
分
割
贈
与
を
通
じ
て
相
続
税
の
負

担
回
避
が
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
る　

と
い
う
も
の
で
す
。

＊
税
制
改
正
は
例
年
３
月
末
頃
に
成
立
し
ま
す
が
、本
稿
は
執
筆
時
期
の
関
係
上
、昨
年
12
月
公
表
の
税
制
改
正
大
綱
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

イ「ロ認定住宅等」以外
居住年 借入限度額※ 1 控除率 控除期間※ 2

令和4年～令和5年 3,000万円 0.7％ 13 年
令和6年～令和7年 2,000万円 10 年

※ 1 中古住宅の場合は一律 2,000 万円　※ 2 中古住宅の場合は一律 10 年

■住宅ローン控除制度の見直し
①適用期限を令和 7年 12 月 31 日まで延長
②控除期間・借入限度額・控除率を以下のとおり変更

③適用対象者の所得要件を 2,000 万円以下に引き
下げ（現行：3,000 万円以下）。

④令和 5年 12 月 31 日以前に建築確認を受けた床
面積が 40㎡以上 50㎡未満の住宅の新築又は建築
後使用されたことのないものの取得についても
適用を認める。ただし合計所得金額が 1,000 万
円以下の年分に限る。

　泫③と④に関しては令和 3年の税制改正におい
て「対象物件の床面積：50㎡以上→40㎡以上に。
ただし所得制限（1,000 万円以下）あり」とい
う改正が行われています。

⑤令和 5年 1 月 1 日以後、居住の用に供する家屋
について住宅ローン控除の適用を受ける場合、
「住宅ローン控除申請書」を住宅ローンの債権者
（金融機関等）へ提出する。

ロ認定住宅等
居住年 借入限度額※ 3 控除率  控除期間※ 4

認定住宅 令和4年・令和5年 5,000万円

0.7％ 13年

令和6年・令和7年 4,500万円
ZEH 水準省
エネ住宅

令和4年・令和5年 4,500万円
令和6年・令和7年 3,500万円

省エネ基準
適合住宅

令和4年・令和5年 4,000万円
令和6年・令和7年 3,000万円

※ 3 中古住宅の場合は一律 3,000 万円　※ 4 中古住宅の場合は一律 10 年

■住宅取得等資金贈与の非課税制度の延長・拡大
　①適用期限を令和 5年 12 月 31 日まで延長。
　②非課税限度額を次のとおり変更（住宅取得の時
期に関係なく）

　　イ耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋：
1,000 万円

　　ロ上記以外の住宅用家屋：500 万円
　③受贈者の年齢を 18 歳以上（贈与を受ける年の
1月 1日時点において）に引き下げる

　　※令和 4年 4月 1日以後の贈与
　　泫住宅取得等資金贈与の非課税限度額は令和 3

年度の税制改正において床面積条件を 40㎡
以上に認める改正が行われています。

■固定資産税の激変緩和措置
コロナ禍においても地価が上昇する地域もあるこ
とから、令和 3年度では税額据え置きとしていた
取り扱いを、令和 4年度に限って（商業地等のみ）
課税標準額を令和 3年度の課税標準額に、令和 4
年度の課税標準額× 2.5％（現行は 5％）を加算
した額とする。
　泫令和 3年度は地価上昇地であっても宅地や農地
は全て税額据え置き（令和 2年度と同額）でし
た。地価減少地は従来通りの取り扱いでした。

■居住用財産の買換特例の延長・縮減
　①適用期限を令和 5年 12 月 31 日まで延長。
　②買い換え資産が令和 6年 1月 1日以後に建築確
認を受ける住宅（登記簿上の建築日付が令和 6
年 6 月 30 日以前のものを除く）または建築確
認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が令和
6年 7月 1日以降の住宅である場合の要件に一
定の省エネ基準を満たすものであることを追加

　③上記の改正は令和 4年 1月 1日以後に行う譲渡
資産の譲渡に係る買換資産について適用　

■財産債務調書制度の見直し
財産債務調書の提出義務者に財産の価額の合計額が 10
億円以上の者を追加（従来は所得 2,000 万円以上かつ財
産の価額が 3億円以上または金融資産の価額 1億円以上
が対象）。つまりリタイアして所得がなくなった人であっ
ても一定の資産家を対象とする改正です。

■その他の改正項目
　①居住用資産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除
等の適用期限を令和 5年 12 月 31 日まで延長。

　②賃上げ税制拡大（大会社を含めてすべての法人）
　　イ給与等支給総額を前期比 3％以上引き上げ
　　　給与支給増加額の15％を税額控除可（増加割合が4％

以上の場合には税額控除率に 10％加算）
　　ロ教育訓練費が 20％以上増加しているときは税額控除

率に 5％加算　※教育訓練費の明細を記録した書類の保
存（現行：申告書へ要添付）が条件

　　ハ令和 4年 4 月 1 日から令和 6年 3 月 31 日までの間
に開始する各事業年度に適用

　③賃上げ税制拡大（中小企業）
　　イ給与等支給総額を前期比 2.5％以上引き上げ
　　　税額控除率を給与支給増加額の 30％が税額控除可。
　　ロ教育訓練費が 10％以上増加しているときは税額控除

率に 10％加算（最大 40％）※教育訓練費の明細を記録
した書類の保存（現行：申告書へ要添付）が条件

　　ハ令和 4年 4 月 1 日から令和 6年 3 月 31 日までの間
に開始する各事業年度に適用

　④交際費の損金算入限度（中小企業）
　　2年（令和 5年 3月 31 日まで）延長。（限度額：飲食
費の 50％又は年 800 万円のどちらか多い方）

　⑤事業承継税制
　　特例承継計画の提出期限が 1 年延長（令和 6 年 3 月
31 日まで延長）※自社株の引き継ぎ期限（令和 9年
12 月 31 日）は延長されていません。


